
地域ぐるみで子どもたちを育てる 教育委員会だより 

国民年金 こんな時は届出が必要です 

c住民課　蕁388‐1115　／　岐阜南年金事務所　蕁273‐6161

　国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。 
　届出を忘れると、将来受け取る年金の金額が少なくなったり、受け取れない場合があります。
また、不意の事故や病気で障がいが残った時の障害年金や、亡くなられた時の遺族年金が支
給されなくなるおそれもあります。 
　次のようなときは届出を忘れずに行って、あなたの大切な年金の権利を守ってください。 

・第1号被保険者　20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など 
・第2号被保険者　会社員や公務員など厚生年金、共済年金に加入されている方 
・第3号被保険者　第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方 

届出が必要なとき 異動の内容 
退職したとき（厚生年金、共済年金
加入者の場合） 
配偶者（厚生年金、共済年金加入者
の場合）に扶養されていたが配偶
者が退職したとき 
収入増加などにより配偶者（厚生年
金、共済年金加入者の場合）の扶養
を外れたとき 

第2号被保険者から第1号被保険者
になります。 

第3号被保険者から第1号被保険者
になります。 

届出のときに持参するもの 

・基礎年金番号がわかるもの 
・雇用保険被保険者離職票 
 

など 

　数年前から、文部科学省は全国に「地域
学校協働活動」という事業を進めています。

「地域学校協働活動」とは、地域と学校が
相互に連携・協働して行う活動で、地域住
民が参画し、地域全体で子どもたちの学び
や成長を支える「学校を核とした地域づくり」
を目指しています。 
　また、笠松町と岐南町には歴史ある行事
や地域住民がふれあう活動が多くあり、それ
ら今あるものを生かしながら将来にわたって
持続可能な活動となるよう体制を整えることが、
活動を推進する目的のひとつでもあります。 
　「地域学校協働活動」と聞いて耳慣れな
いと思う方もいらっしゃると思いますが、二町
では既に活動を行っています。例えば、安全
見守り活動やクラブ活動をはじめ、笠松小
学校の「学びフェスタ」、松枝小学校の「木
曽川学習」、下羽栗小学校の「くり勉スペシ
ャルデイ」、そして笠松町の文化・伝統を生
かした「鮎鮨授業」、「大名行列お奴」の出
前授業などがあります。岐南町では、北小
学校の「けやき祭り」、東小学校の「Autumn 
Festival In Higashi」、西小学校の「あじ

さい夏まつり」、両町の中学校では「キャリア
教育の講話」、「SDGsの活動」などがあり
ます。 
　これらの行事・活動は、地域住民や団体、
企業の支援・協力によって成立しています。 
　子どもたちにとって地域の人との学習や
体験活動は、普段の授業とは異なった楽し
さがあり、目を輝かせて取り組んでいます。
同時に子どもたちは地域への愛着心を育く
んでいるように感じられます。地域の方にと
っても、子どもたちが活躍する場や挑戦する
場を作ることを通して、地域ぐるみで子どもた
ちを育てようという当事者意識が高まります。
このように子どもたちも大人も地域全体で学び、
共に育つことにつながります。ぜひ多くの方
が活動に参加していただき、地域の皆さん
の力で将来の担い手である子どもたちを育
てていくことを願っています。 
　羽島郡二町教育委員会では、活動を進
めるため、地域と学校をつなぐ活動をコーデ
ィネートする「地域学校協働活動推進員」と
して笠松町に栗本 幹雄氏、岐南町に岩田
親典氏を委嘱しています。 
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6月のカレンダー 
各種相談窓口 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

7日（水） 
21日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
5日（月） 

19日（月） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　小川 芳子（長池） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、6月
8日（木）までにお電話でお申込み
ください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　　　（円城寺）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町）　安藤 隆　　（北　及） 
纐纈 英子　　　（田　代）　岩村 雅人　（門　間） 
森 眞理子　　　（米　野） 

特設人権相談 

1日（木） 10：00～15：00 福祉会館 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

15日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

福祉会館 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子　 （北　及） 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 （田　代） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235

行政相談 
9日（金） 13：30～15：30

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

蕁388‐7171

妊娠・出産 
子育て 

総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 
笠松中央公民館 

30日（金） 
松枝公民館 総合会館 

笠松中央公民館 
10日（土）10：30～ 

　図書室利用者カードの交付から5年以上経過してい
る方は、図書室窓口にて更新手続きをしてください。 

■今月のおはなしかい 

納税納付／納期限6月30日（金） 

▲地方税お支払サイト 

　金融機関などの窓口での納付や口座振替のほか、次の方法でも納付できる税金、料金があります。 
◎バーコードの記載がある納付書 

納付書にバーコードの記載がある場合、コンビニやスマートフォン決済アプリ「PayPay」「LINE Pay」「PayB」
でも納付できます。 

利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧ください。 
◎QRコード獏の記載がある納付書 

令和5年度から固定資産税と軽自動車税（種別割）の納付書に「QRコード獏（eL-QR）」や
「eL番号（納付書番号）」の記載がある場合、クレジットカード払いなどの多様な納付方法が
選択できるようになりました。詳しくは「地方税お支払サイト」をご覧ください。 
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